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（下記の点が不備の場合、評価の対象とはなりませんのでご注意ください） 
 
〇 提出書類は原則として白黒でお願いします。 

提出いただいた技術提案書は白黒でコピーし審査資料とするため、カラー（特に黄色）の場

合「空白」となる場合があり、「未記入」として処理されることがあります。 
 

○ 技術提案書に係る添付書類を「省略」とした場合、申請書類の確認は行わず過去（当初入札案

件）に提出のあった書類により評価を実施することとなります。 

 

○ 過去（当初入札案件）に提出した申請書類に添付漏れや誤記等の不備があった場合、その不備

のあった書類により評価を実施することとなり、加点の対象とはなりません。申請時に「省略」

を選択する際は、過去（当初入札案件）に提出した書類を十分確認するなど、慎重かつ丁寧な

対応をお願いします。 

 また、省略することとし記載した当初入札件名等が誤っている場合も、審査（加点）対象と

はなりませんのでご注意ください。 

 
〇 各様式で「有・無」の選択式の場合、「無」が選択されているときは、添付書類の有無（添付

書類の確認はしません）に関わらず評価の対象とはなりません。 
 
〇 賃上げ表明について、「事業年度」か「暦年」を明確に記載するとともに、期間を確認するた

め括弧書きで期間を記載してください。 
    また、「従業員代表」「給与又は経理担当者」は押印が必要です。 

なお、中小企業の場合は「法人税申告書別表１」（別紙参照）を添付してください。 
  １月１日～１２月３１日の場合、「事業年度」か「暦年」により表明する年度が違います 
   例 令和５年６月契約の場合 
     暦年での表明  ：令和５年１月１日～令和５年１２月３１日まで 
     事業年度での表明：令和６年１月１日～令和６年１２月３１日まで 
 
〇 添付書類の評価対象期間の基準日は「入札公告の日」ですが、「賃上げ表明」の基準日は「契

約日」ですので注意して下さい。 
 
〇 災害協定等の実積については、協定書（覚書等を含む）写しの添付が必要です。なお、協定

者等が所属団体等となっている場合は、その団体の構成員であることが確認出来る書類が必要



です。（関東森林管理局との協定であっても必要です。） 
 
〇 「ホームページ写し」「就業規則」等を提出する場合は、何の添付書類か確認できる「表題」

部分が必要です。 
また、「該当箇所にアンダーライン」など明確となるよう表示をお願いします。 

 
〇 「新聞記事」を添付する場合は、新聞社名、掲載日を明記してください。また、適宜拡大する

など明瞭に確認できるようしてください。特に、白黒印刷で明確に判読できるかご確認をお願

いします。 
 
〇 ワークライフバランスにおいて「一般事業主行動計画策定」は、次世代育成支援対策法に基

づくものは対象とはなりません。 
 
〇 「過去〇年」「過去〇年度間」で対象期間が違います。該当する年度を良く確認してください。 
 
○継続教育（CPD）の取り組みを証明する書類については、発行機関の名称が記載されているも

のが必要です。発行機関名が確認できないものは加点対象とはなりません。 



 


